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第８節　　　技術・家庭

 
第１　指導計画の作成

１　指導計画作成の基本的な考え方
　　指導計画の作成に当たっては、法令及び学習指導要領「総則」のほか技術・家庭科の目標を
踏まえ、分野間での連携を図り、次のような点に配慮する。
⑴　改訂の趣旨を踏まえ、これまで以上に生徒や学校、地域の実態等を考慮し、創意工夫を生かし
ながら、全体として調和のとれた具体的な指導計画を作成する。
⑵　題材など内容や時間のまとまりを見通して、その中で育む資質・能力の育成に向けて、生徒の
主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにする。
⑶　技術分野及び家庭分野の授業時数は、３学年間を見通した全体的な指導計画に基づき、いずれ
かの分野に偏ることなく配当し、各学年において、技術分野及び家庭分野のいずれも履修させる。
⑷　技術分野の内容ＡからＤ及び家庭分野の内容ＡからＣの各項目に配当する授業時数及び履修学
年については、生徒や学校、地域の実態等に応じて、各学校において適切に定める。
⑸　各項目及び各項目に示す事項については、相互に有機的な関連を図り、総合的に展開されるよ
う適切な題材を設定して計画を作成する。その際、小学校における学習を踏まえ、他教科等との
関連を明確にして、系統的・発展的に指導ができるよう配慮する。

２　指導計画作成の一般的な手順

  

 

 

 

３　指導計画作成に当たっての留意すべき事項
⑴　「特別な配慮を必要とするなど課題を抱えた生徒への指導」の視点（解P123・124）
　　目標や内容の趣旨、学習活動のねらいを踏まえ、学習内容の変更や学習活動の代替を安易に行
わないよう留意し、生徒の学習負担や心理面に配慮する。個々の困難さに応じた指導内容や指導
方法を工夫し、個別の指導計画を作成し、必要な配慮をする。
⑵　「主体的・対話的で深い学び」の視点（解P119～121）
　　生活の営みに係る見方・考え方や技術の見方・考え方を働かせ、知識を相互に関連付けてより
深く理解するとともに、生活や社会の中から問題を見いだして解決策を構想し、実践を評価・改
善して、新たな課題の解決に向かう過程を重視した学習の充実を図る。
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⑶　「教科等横断的」な視点（解P４・５）
　　小学校における家庭科及び図画工作科等の関連する教科の指導内容や中学校の理科や社会科、
保健体育科等との関連を図るとともに、高等学校における学習を見据え、教科のねらいを十分達
成できるようにする。また、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤とな
る資質・能力を育成していく。
⑷　「社会に開かれた教育課程」の視点（解P129～131）
　　生徒の身近な生活との関わりや社会とのつながりを重視し、自己の生活の向上とともに家庭や
地域社会における実践に結び付けることができるよう、家庭や地域社会、企業等と効果的に連携
や協働が図れる題材を必要に応じて設定したり、関係施設等を積極的に活用したりする。
⑸　「道徳教育の充実」の視点（解P124・125）
　　学習指導要領第１章総則の第１の２⑵の規定について、技術・家庭科の特質に応じて適切に指
導する。道徳全体計画との関連、指導の内容及び時期等に配慮し、効果を高め合うようにする。
⑹　３学年間を見通した全体的な指導計画（解P121）
　　技術分野の内容ＡからＤ及び家庭分野の内容ＡからＣは、全ての生徒に履修させる。家庭分野
の内容Ａの⑷、Ｂの⑺及びＣの⑶については、三項目から一以上の項目を選択して履修させる。
⑺　各分野の各項目に配当する授業時数及び各項目の履修学年（解P121・122）
　ア　家庭分野の内容Ａ (1) については、ガイダンス的な内容として第１学年の最初に履修させる。
　イ　技術分野の内容ＡからＤ及び家庭分野の内容ＡからＣの各項目に配当する授業時数について
は、指導内容や生徒及び学校、地域の実態等に応じて各学校で適切に定める。

　ウ　履修学年は、生徒の発達の段階や興味・関心、地域や学校の実態、分野間及び他教科等と
の関連を考慮し、３学年間の全体的な指導計画に基づき各学校で適切に定める。

　エ　家庭分野で、各内容の「生活の課題と実践」の履修の時期は、生活の課題を具体的に解決
できる取組となるように学習の時期を考慮し効果的に実施できるよう配慮する。

⑻　題材の設定（解P122・P123）
　　生徒及び学校、地域の実態等を十分考慮し、実践的・体験的な活動を中心として設定する。
　ア　他教科等の連携を図り、ねらいを十分達成できるよう基礎的・基本的な内容を押さえたもの。
　イ　生徒の主体的な学習活動や個性を生かすことができるもの。
　ウ　自己の生活の向上とともに家庭や地域社会における実践に結び付けることができるもの。
　エ　持続可能な開発のための視点から、関係する教科等の特質を踏まえて連携できるもの。
　※　家庭分野においては、各家庭や地域、生徒の実態に合わせ、プライバシーにも十分配慮する。

４　内容の取扱いについての配慮事項（解P125～131）
⑴　言語活動の充実
　　各項目の指導内容や他教科等との関連も踏まえ、言語の能力を高める学習活動を指導計画に位
置付け、言葉だけでなく、設計図や献立表といった図表及び衣食住やものづくりに関する概念な
どを用いて考えたり、説明したりするなどの学習活動を充実させる。
⑵　コンピュータや情報通信ネットワークの活用
　　生活や社会の中から問題を見いだし、課題を解決する活動の中で、課題の設定や解決策の具体
化のために、情報通信ネットワークを活用して情報を収集・整理したり、実践の結果をコン
ピュータを用いて分かりやすく編集し、発表したりするなど工夫をする。
⑶　実践的・体験的な活動の充実とキャリア教育との関連
　　実践的・体験的な活動を中心に、習得した知識及び技能を生活の場で生かせるよう、生徒の実
態を踏まえた具体的な学習活動を設定する。生徒一人一人に社会的・職業的自立に向けて必要な
基盤となる能力や態度を育み、キャリア発達を促す。
⑷　個に応じた指導
　　学習課題の解決に必要な技能の習得状況を把握し、必要に応じて少人数指導や教材・教具を
工夫することで、生徒が自ら設定した課題の解決策を実現できるよう配慮する。
⑸　生活や社会の中から問題を見いだして課題を設定し解決する学習活動と、家庭や地域社会、企
業などとの連携
　　生徒自らが問題を見いだして適切な課題を設定し、学習した知識及び技能を活用し、主体的・
意欲的に課題解決に取り組み、解決のための方策を探るなどの学習を繰り返し行う。また、家庭
や地域社会、企業などと連携を図るよう配慮する。
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第２　指導計画作成のための資料

１　技術分野の内容の構成について
⑴　各内容の構成
　・　生活や社会で利用されている主な技術については、「Ａ 材料と加工の技術」「Ｂ 生物育成の
技術」「Ｃ エネルギー変換の技術」「Ｄ 情報の技術」の四つの内容に整理し学習する。

　・　各内容を「生活や社会を支える技術」「技術による問題の解決」「社会の発展と技術」の３つ
の要素で構成し、項目として示している。

　・　各項目では、アに「知識及び技能」に関する指導事項、イに「思考力、判断力、表現力等」
に関する指導事項を示している。

⑵　学習過程と、各内容の３つの要素及び「主体的・対話的で深い学び」との関わり
　・　技術分野で育成することを目指す資質・能力は、単に何かをつくるという活動ではなく「既
存の技術の理解」をした上で「課題の設定」を行い、解決方策が最適なものとなるよう「技術
に関する科学的な理解に基づいた設計・計画」を行っていく。そして「課題解決に向けた製
作・制作・育成」を行い、その「成果の評価」を実施し、さらにこれらの経験を基に、「次の
問題の解決の視点」として今後の社会における技術の在り方について考えるといった学習過程
を経ることで効果的に育成できる。

　　　なお、このような学習過程は、一方向に進むものではなく、生徒の学習の状況に応じて各段
階間を往来する。

　・　「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けて、題材など内容や時間のまとまりの中で授業
改善を進めることが求められる。特に「深い学び」の視点に関して，各教科等の学びの深まり
の鍵となるのが「見方・考え方」である。「見方・考え方」を習得・活用・探究という学びの
過程の中で働かせることを通じて、より質の高い「深い学び」につなげることが重要である。
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⑶　「技術の見方・考え方」を働かせた技術分野の学び
　　「技術」は単なる自然科学の応用ではなく、複数の側面から要求・条件を吟味し開発・利用が決
定されるものである。「技術の見方・考え方」は今後遭遇する様々な技術に関する問題の解決場面
においても働かせることができるという意味で技術分野の学びと社会とをつなぐものともいえる。

《各内容における「技術の見方・考え方」の具体例》　　(Ａ⇒解P25　Ｂ⇒解P32　Ｃ⇒解P39　Ｄ⇒解P47)

⑷　内容構成の留意点等　【 ◎指導項目のねらい　□内容の取扱い　※指導計画作成上の配慮事項　＊学習活動の例示 】
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２　家庭分野の内容、項目、事項について
　　家庭分野の内容の指導に当たっては、小学校における学習を踏まえるとともに、高等学校にお
ける学習を見据え、道徳科や他教科等の学習と関連を明確にして系統的・発展的に指導ができる
よう配慮する。各項目及び各項目に示す事項については、相互に有機的な関連を図り、総合的に
展開されるようにする。
⑴　各項目に示す内容、配慮事項、活動例及び小学校家庭科との関連
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⑵　空間軸や時間軸の視点を重視し、小・中・高等学校の体系化を図った指導計画
　　空間軸の視点では、家庭、地域、社会という空間的な広がりから、時間軸の視点では、これま
での生活、現在の生活、これからの生活、生涯を見通した生活という時間的な広がりから学習対
象を捉え、学校段階を踏まえて指導内容を整理している。中学校における空間軸の視点は、主に
家庭と地域、時間軸の視点は、これからの生活を展望した現在の生活である。児童生徒の発達を
踏まえ、小・中・高等学校の各内容の接続が見えるように、小・中学校においては、「Ａ家族・
家庭生活」、「Ｂ衣食住の生活」、「Ｃ消費生活・環境」を三つの内容とし、各内容及び各項目の指
導が系統的に行えるようにしている。
⑶　学習過程を踏まえた育成する資質・能力の明確化
　　生活の中から問題を見いだし、課題を設定して解決方法を検討し、計画、実践、評価・改善す
るという一連の学習過程を重視する。この過程を踏まえ「知識及び技能」の習得に係る内容や、
それらを活用し「思考力 , 判断力 , 表現力等」の育成に係る内容について整理している。各内容
の各項目は、アとイの二つの指導事項で構成し、原則として、アは「知識及び技能」の習得に係
る事項、イは、アで習得した知識及び技能を活用して「思考力 , 判断力 , 表現力等」を育成する
ことに係る事項としている。指導事項アとイは、学習過程を踏まえ、関連を図って取り扱う。
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３　３学年間を見通した指導計画例
⑴　指導計画例１

⑵　指導計画例２
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⑶　指導計画例３

⑷　指導計画例４
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４　技術分野の指導計画例
⑴　段階的・系統的に資質・能力の育成を図る指導計画例
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５　家庭分野の指導計画例
⑴　小・中・高の系統性をより一層重視した指導計画例
　・　各題材の導入時にＡ (1) アの内容に触れ、これまでの家庭生活や小学校家庭科の学習を振り
返ることにより、学習内容がなめらかに接続されるとともに、高等学校の学習に発展していく
計画となっている。

　・　生活の課題と実践を各学年に配置している。特に１・２年生においては長期休業中に実践す
ることで、学習のまとめや振り返りを行い、新たな課題やこれからの家庭生活に展望をもたせ
ることができる設定としている。
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６　実習の指導及び安全指導について
　　技術・家庭科では、製作、制作、育成、実習、観察・実験、見学、調査、研究などの指導にお
いて、機器類、刃物類、引火性液体、電気、ガス、火気などを取り扱って実習するため、安全の
保持に十分留意して学習指導を行う必要がある。特に、機器類を取り扱う際には、取扱説明書等
に基づき適切な使用方法を遵守させるなど、事故防止に万全の注意を払う必要がある。
　　実習の指導に当たっては、施設・設備の安全管理に配慮し、学習環境を整備するとともに、火
気、用具、材料などの取扱いに注意して事故防止の指導を徹底し、安全と衛生に十分留意する。
　　技術分野においては、正しい機器の操作や作業環境の整備等について指導するとともに、適切
な服装や防護眼鏡・防塵マスクの着用、作業後の手洗いの実施等による安全の確保に努める。
　　家庭分野においては、幼児や高齢者と関わるなど校外での学習について、事故の防止策及び事
故発生時の対応策等を綿密に計画するとともに、相手に対する配慮にも十分留意する。また、調
理実習については、食物アレルギーにも配慮する。 
⑴　安全管理
　ア　実習室等の環境の整備と管理 
　　　実習室等の環境の整備と管理については、安全管理だけの問題ではなく、学習環境の整った
実習室そのものが、生徒の内発的な学習意欲を高める効果があることに留意する。

　　　そのため、実習室内は生徒の学習意欲を喚起するように題材に関する資料や模型、生徒の主
体的な学習を支える支援教材等を掲示するなど工夫し、作業の効率や安全・衛生管理にも配慮
して施設・設備等の学習環境の整備に努めるようにする。実習室等の施設の管理では、実習室
の採光、通風、換気等に留意するとともに、生徒の作業動線を考慮して設備の整備をしたり、
加工機器などの周囲には安全域を設けたりして事故防止に努める。また、設備の管理では、機
器類の定期的な点検及び学習前の点検を行い、常に最良の状況を保持できるように留意する。

　イ　材料や用具の管理 
　　　材料や用具の管理は、学習効果を高めるとともに、作業の能率、衛生管理、事故防止にも関
係しているので、実習等で使用する材料の保管、用具の手入れなど適切に行うようにする。調
理実習では、火気、包丁、食品などについての安全と衛生に留意し、食品の購入や管理を適切
に行う。また、生徒にも指導を行い、実生活でも役立つことに気付くよう配慮する。 

　　　なお、廃棄物や残菜物については、持続可能な社会の構築に関連付けてその有効利用に努
めるとともに、廃棄する場合は、自治体の分別方法等に対応して処理するようにする。栽培や
飼育の実習では、実習後の土壌や資材等の処理について、地域の生態系へ影響を及ぼさない
よう留意し、自治体の処理方法等に対応して処理するようにする。 

⑵　安全指導 
　ア　実習室の使用等 
　　　各学校の実態に即して実習室の使用規定や機器類の使用などに関する安全規則を定め、こ
れらを指導計画の中に位置付けて指導の徹底を図るようにする。 また、事故・災害が発生し
た場合の応急処置と連絡の徹底等、緊急時の対応についても指導する。

　イ　学習時の服装及び留意事項 
　　　服装については、活動しやすいものを身に付けさせ、安全と衛生に配慮するようにする。 
　　　機器類の操作場面では、皮膚を露出しない作業着等を着用させたり、作業内容に応じて防護
眼鏡、防塵マスク、手袋などの適切な保護具を着けさせたりする。また、作業後には手洗いを
励行させるなど、衛生・健康面にも配慮するように指導する。

　　　食品を扱う場面では、エプロンや三角巾を着用させて、清潔を保つようにするとともに、手
洗いを励行させるなど衛生面に配慮するように指導する。また、食物アレルギーについては、
生徒の食物アレルギーに関する正確な情報の把握に努め、発症の原因となりやすい食物の管理
や、発症した場合の緊急時対応について各学校の基本方針等を基に事前確認を行うとともに、
保護者や関係機関等との情報共有を確実に行い、事故の防止に努めるようにする。

　ウ　校外での学習
　　　見学、調査、実習等を校外で実施する場合、目的地に到着するまでの移動経路や方法を事前
に調査し、交通などの安全の確認や生徒自身の安全の確保に留意する。学習の対象が幼児や高
齢者など人である場合には、相手に対する配慮や安全の確保などに十分気を配るよう指導する。
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７　題材の指導項目・指導事項チェック表


